
太田市医療機関等に対する物価高騰対策支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰に大きく影響を受けている病

院、診療所（医科、歯科）及び薬局（以下これらを「医療機関等」という。）を支援し、

太田市医療機関等に対する物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付するこ

とにより負担軽減を図り、安定した地域医療提供体制を維持することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条　この要綱おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 　病院　医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第１条の５　　　　　　　　　　　　　

第１項に規定する病院をいう。 
⑵ 　有床診療所　法第１条の５第２項に規定する診療所のうち、患者を入院させるた

めの施設を有するものをいう。 
⑶ 無床診療所　法第１条の５第２項に規定する診療所のうち、患者を入院させるた

めの施設を有しないものをいう。 
⑷ 　薬局　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和

３５年法律第１４５号）第２条第１２項に規定する薬局をいう。 

（交付対象者） 

第３条　支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医療機関等とす

る。ただし、公立の医療機関等については除くものとする。 

⑴ 　令和８年３月１日時点において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条

第３項第１号に規定する厚生労働大臣の指定を受けていること。 
⑵ 市内に所在すること。 
⑶ 第５条第４項の規定により申請をする日において、事業の廃止又は休止をしてい

ないこと。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付の対象

としない。 

⑴　政治団体又は宗教上の組織若しくは団体 
⑵　自己又は自己の団体の役員等が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関



する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴排法」という。）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。）、暴力団員（暴排法第２条条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は

これらの者と密接な関係を有している者 
（支援金の額） 

第４条　支援金の額は、別表左欄に掲げる対象施設ごとに同表右欄に掲げるとおりとし、

支援金の交付は、１の医療機関等につき１回限りとする。 

２　前項の規定にかかわらず、本支援金の交付については、ＩＣＴ機器の導入その他のデ

ジタル技術の活用による業務の効率化及び職員の負担軽減を促進するものとして、別表

の額に１０万円を加えた額を支給する。 

（交付の申請） 
第５条　支援金の交付を受けようとする医療機関等（以下「申請者」という。）は、太田市

医療機関等に対する物価高騰対策支援金交付申請書（様式第１号）に振込先の口座に係

る通帳等の写しその他市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。 
２　申請者は、第３条第１項第１号の指定について、市長が厚生労働省又は群馬県に確認

することに同意しなければならない。 
３　申請者は、第３条第１項第３号に掲げる規定に該当すること及び第３条第２項各号に

該当しないことについて誓約しなければならない。 
４　第１項の申請期間は、令和８年４月６日から同月３０日までとする。この場合におい

て、郵送による申請である場合は、当日消印有効とする。 
（交付決定等） 

第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審

査し、支援金を交付することを決定した場合は、太田市医療機関等に対する物価高騰対

策支援金交付決定通知書（様式第２号）により通知し、支援金の交付は、指定された金

融機関の口座へ振り込むことにより行う。 
２　前項の審査及び調査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、太田市医療

機関等に対する物価高騰対策支援金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通

知するものとする。 
３　市長は、第１項の審査及び調査の際、必要であると認められるときは、申請者に対し

て追加資料の提出等を求めることができる。 
（交付申請の変更等） 

第７条　申請者は、交付申請の内容を変更し、又は取り下げようとする場合は変更等申請



書（様式第４号）を提出するものとする。 
（交付決定の取消し） 

第８条　市長は、支援金の交付決定を受けた事業者が偽りその他不正の手段により当該決

定を受けたと認められるときは、これを取り消し、既に支援金を交付しているときは、

その事業者に対し、太田市医療機関等に対する物価高騰対策支援金返還請求書（様式第

５号）により、期限を定めて当該支援金を返還させることができる。 
（書類の保管） 

第９条　支援金の交付を受けた者は、支援金の交付に係る証拠書類を整理し、保管しなけ

ればならない。 
２　前項に規定する証拠書類の保管期間は、当該支援金交付年度の属する会計年度の翌会

計年度から５年間とする。 
（その他） 

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
附　則 

この要綱は、令和８年２月２０日から施行する。 

別表（第４条関係） 

 対象施設 支援金

 病院・有床診療所 １床×１２，０００円

 無床診療所（医科、歯科） １７万円

 薬局 １７万円


